
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行；平成 27 年 2 月 Vol．5 

中野区都市基盤部地域まちづくり分野 弥生町三丁目周辺地区 

防災まちづくりニュース 

 
１．「弥生町三丁目周辺地区まちづくり協議会」を設立しました！ 

1. 「弥生町三丁目周辺地区まちづくり協議会」を設立しました！ 

防災まちづくりを継続的かつ着実に推進するため、地区のまちづくりのルールを検討する「まちづく

り協議会」を設立し、第 1 回まちづくり協議会を開催しました。 

 2. 防災まちづくりに関する意見交換会を開催します！ 

 弥生町三丁目周辺地区の防災まちづくりにおける将来像や、現在の問題点についてみなさんのご意見

をお伺いするため、意見交換会を開催します。（3月開催予定。詳細は後日お知らせします！） 

中野区のホームページも合わせてご覧ください！ 

■目的 

弥生町三丁目周辺地区において、防災まちづくりを継続的かつ着実に推進するため、地区計画を含むまち

づくりのルール等について検討し、中野区へ提案することを目的としています。 

■活動内容 

弥生町三丁目周辺地区まちづくり協議会では、上記の目的を達成するため次に掲げる活動を行います。 

1. まちづくりに必要な調査・研究（地区の防災上の課題や他地区の事例調査など） 

2. まちづくりのルール検討（建築に係る規制及び誘導策の検討など） 

3. まちづくりに関する広報（まちづくりニュースへの情報発信など） 

4. その他、まちづくりを進めるために必要な活動 

 
■協議会の構成 

旧弥生町三丁目周辺地区まちづくりの会の委員 10名と公募等の委員 7名の計 17名から構成されています。 

 
■第 1 回弥生町三丁目周辺地区まちづくり協議会 

 日時：平成 26年 12月 5 日（金） 

時間：午後 7 時～午後 8時 30 分 

 場所：南中野区民活動センター 

内容：弥生町三丁目周辺地区まちづくり協議会の発足など 

 

 
２．防災まちづくりに関する意見交換会を開催します！ 

地域の皆さんの防災に関する意見をお伺いし、協議会における議論の参考とするため、意見交換会を開催

します。開催日時は 3 月上旬を予定しています。ぜひご参加ください！！ 

 
日程は、後日皆さまに 

お知らせします★ 

3. 建替えを考えている方必見！老朽戸建住宅の建替えなどへの補助金を実施しています！ 

防災まちづくり 

マスコットキャラクター 

「トックン」 

協議会の様子 

（裏面をご覧ください） 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区 都市基盤部 地域まちづくり分野 弥生町まちづくり担当（区役所 8 階 10 番窓口） 

TEL：03-3228-8774 E-mail：tiikimatidukuri@city.tokyo-nakano.lg.jp 

中野区ホームページ弥生町まちづくりで検索!! 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺２５００分の１の地形図(道路網図)

を複製・使用して作成したものである。 

ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ずる。 

(承認番号)２５都市基交測第２１８号        平成２６年１月２１日 

(利用許諾番号)ＭＭＴ利用第００９号－１８     平成２６年１月２１日 

(承認番号)２５都市基街測第２２０号、       平成２６年１月１０日 

 

弥生町三丁目周辺地区 
補助メニュー 

① 老朽戸建住宅の建替え 

 個人所有の戸建住宅の建替え 

② 老朽建築物の除却 

 老朽建築物を除却する 

③ 土地管理補助 

 ②に加え更地を適正に管理する 

補助金額 

① 老朽戸建住宅の建替え 

 最低 149 万円～最高 892 万円 

② 老朽建築物の除却 

 最低 84 万円～最高 720 万円 

③ 土地管理補助 

 最低 40万円～最高 136 万円 

■固定資産税・都市計画税の減免 

 不燃化特区の指定範囲内で、一定の要件を満たす場合、申請により固定資産税・都市計画税の都税の

減免が受けられます。 

・木造家屋などから耐火建築物や準耐火建築物へ建替えた住宅 

・老朽住宅を除却し、適正に管理している土地 

※固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせは、中野都税事務所までお願いします！ 

中野都税事務所（固定資産税係） ☎03-3386-1116 

□現在対象地区内で、建替えを検討している 

□建物が、老朽建築物※である 

□耐火建築物・準耐火建築物への建替えである 

□建替え後の建築物の床面積の 1/2以上を自身の居住用として使用する 

■不燃化補助制度 

現在、弥生町三丁目周辺地区では、一定の要件を満たす老朽戸建住宅の建替えなどへの補助を実施し

ています。補助金の詳細は、弥生町まちづくり担当まで、まずはお電話を！ 

 

ご自宅の建替えをお考えの方で以下のすべてにチェックがつく方は、まずはお電話でお問い合わせ下さい！ 

※老朽建築物とは、木造で築 15 年、鉄骨造で築 13～23 年、RC 造または SRC 造で築 32 年以上を経過した建物です 

 

 
３．老朽戸建住宅の建替えなどへの補助金を実施しています！ 


